
商品先物取引の“憲法’’に  

も相当する「商品取引所法」 

が1998（平成10）年以来、約∴  

6年ぶりに大改正されること、 

になりました。・産業構造審議∴  

会商品取引所分科会が昨年12，・■・．  

月に中間報告を出し、∴それに■二  

そゃて今春にも改正される方  

向となったのです。．そこで、 

中間報告を基に、商品取引所 

法はどう：変わるか、＿・ユヤザー  
中間報告を出した産業構造審議会商品取引所分科会   2003年12月24日、  

といった地域でも市場の整備が進んできまし  

た0そ璽峯肇軽墜商品鮒所外の先物 ．ヰ上ヰ．．  
類似取引を行う市場、いわゆるOTC（0ver  

TheCounter＝店頭市場）が台頭してきまし  

た。そこで、それらの動きに対応し、わが国  

の商品取引所を中心とした先物市場で十分な  

流動性を確保するとともに、国際的な競争力  

を強化しようというものです。   

草薮符、三三研が商品葬物業界に串ける競争 l  
環境の変化です。商品先物業界は2005年1月 I一レ、・  

ポち取引め委託手数料が完蜜自由化されるな  

が大きほわりららあります。その変  

イt遜諒応、凄託者保護軸揚め衰定性確保の  

た麟とセ丁プチイネット蜃整備しようという  

も野深す。   

時弊正は具体的には①商品取引所を中心と ）  

す畠市瘍機能ゐ向上②商品取引真による市場  

伸介機能の適正牝③取引所外取引（OTC）  

1－ll‾【 にお8テる市場機能の適正化－の3点を眼目  

にしています。孝二とやこそれらを中心に見て  

いきましょう。  

である産業界の立場から探ってみました。 

商品取引所法は1950（昭和25）年に制定さ  

れ、そ哲駁撃餐密磯華牢率や熱（平成  

2）年と98（平成10）年に大改正されましたα  

今回の改正はこのZ回の大改正の延長線上に  

あるものですd．今回、、改正が行われることに  

なうた背景には大きく∴見て3つの理由があり 

ます。   

第1はわが国の経済構造が変わり、企業の  

リスク管理の必要性がますます高まったこと  

です。経済の構造改革やグローバル化の進展  

で商品先物市場の持つ価格変動に対するリス  

クヘッジ（危険の保険つなぎ）や公正な価格  

形成といった産業インフラの機能が一層、重  

要になってきました。   

第2は国際的な市場間競争が激化してきた  

ことです。これまで商品先物取引といえば欧  

米が中心でしたが、近年、中国、東南アジア  
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